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11

　
９
月
18
日
(火)
〜
26
日
(水)

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
役
場
閉
庁
日
を
除
く
）

○
戸
別
回
収
手
数
料

　
区
分
大 

３
，
０
０
０
円

　
区
分
中 

１
，
５
０
０
円

　
区
分
小 

８
０
０
円

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
環
境
Ｇ
（
内
線
２
９
６
）

 

（
産
業
課
）

　
農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農
地
を
農

地
以
外
（
宅
地
や
資
材
置
場
な
ど
）

と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
農
用
地

区
域
か
ら
の
除
外
手
続
が
必
要
で
す
。

除
外
し
た
後
、
さ
ら
に
農
地
転
用
、

開
発
許
可
申
請
等
も
必
要
に
な
り
ま

す
。

　
申
請
の
あ
っ
た
土
地
に
つ
い
て
は
、

要
件
や
他
法
令
と
の
関
係
か
ら
、
必

ず
し
も
ご
希
望
に
添
え
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
受
付
は
年
３
回
（
２
月

・
６
月
・
10
月
）
で
す
。
提
出
書
類

は
要
件
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、

ス
ム
ー
ズ
に
手
続
が
行
え
ま
す
よ
う
、

申
請
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
受
付
期
間

　
10
月
１
日
(月)
〜
31
日
(水)

○
受
付
場
所
　
産
業
課

○
お
問
い
合
わ
せ

　
地
域
産
業
Ｇ
（
内
線
２
６
１
）

　役場の代表電話は（84）1111です　

第
17
回
五
霞
町
高
齢
者
福
祉

大
会
の
開
催
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

ごかのごかの
お知らせお知らせ

（№445）

 

（
健
康
福
祉
課
）

　
第
17
回
五
霞
町
高
齢
者
福
祉
大
会

を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　
多
数
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

○
開
催
日
時

　
９
月
17
日
(月)
　
午
前
９
時
開
会

（
受
付
は
８
時
20
分
か
ら
）

（
午
前
11
時 

終
了
予
定
）

○
場
所
　
中
央
公
民
館
　
講
堂

○
表
彰
者
予
定
（
８
月
１
日
現
在
）

・
最
高
長
寿
者 

男
女
各
１
名

・
百
歳
到
達
者 

２
名

・
米
寿
到
達
者 

49
名

・
傘
寿
到
達
者 

71
名

　
ま
た
、
金
婚
を
迎
え
ら
れ
る
方
の

表
彰
も
併
せ
て
行
い
ま
す
。

○
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

　
須
藤
え
り
子
歌
謡
シ
ョ
ー

　
午
前
10
時
開
演
予
定

○
そ
の
他
　

　
終
了
後
、
引
き
続
き
「
第
14
回
健

康
福
祉
ま
つ
り
」
を
開
催
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
齢
者
支
援
Ｇ
（
内
線
２
３
８
）

 

（
町
民
税
務
課
）

　
土
地
や
家
屋
を
売
買
、
贈
与
、
交

換
等
に
よ
り
取
得
し
た
と
き
や
家
屋

を
新
築
等
し
た
と
き
は
、
県
税
の
不

動
産
取
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
税
額
は
、
課
税
標
準
額
（
固
定
資

産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価

格
ま
た
は
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ

り
評
価
し
、
決
定
し
た
価
格
）
に
、

平
成
20
年
４
月
１
日
以
降
に
土
地
ま

た
は
住
宅
を
取
得
さ
れ
た
場
合
は
３

％
、
同
じ
く
住
宅
以
外
の
家
屋
を
取

得
さ
れ
た
場
合
は
４
％
を
そ
れ
ぞ
れ

乗
じ
た
額
で
す
。

　
た
だ
し
、
宅
地
及
び
宅
地
評
価
土

地
を
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に
取

得
し
た
場
合
は
、
課
税
標
準
額
が
２

分
の
１
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
住
宅
や
住
宅
用
土
地
を
取

得
し
た
方
は
、
一
定
の
要
件
の
も
と

で
税
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
細
は
、
茨
城
県
筑
西
県
税

事
務
所
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
筑
西
県
税
事
務
所
　
課
税
第
二
課

　

０
２
９
６
（24）
９
１
９
７

 

（
建
設
環
境
課
）

　
ご
み
集
積
所
に
出
せ
な
い
ご
み

（
処
理
困
難
物
）
の
有
料
回
収
を
次

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

○
日
時
　
９
月
30
日
(日)

　
　
　
　
午
前
９
時
〜
11
時

○
実
施
場
所
　
役
場
西
側

○
処
理
手
数
料

　
区
分
大 

２
，
０
０
０
円

　
区
分
中 

１
，
０
０
０
円

　
区
分
小 

５
０
０
円

○
処
理
方
法
　
当
日
、
処
理
困
難
物

を
役
場
ま
で
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

○
当
日
回
収
で
き
な
い
も
の

・
お
店
や
事
業
所
か
ら
出
る
ご
み

・
農
機
具

・
テ
レ
ビ
・
エ
ア
コ
ン
・
洗
濯
機

（
衣
類
乾
燥
機
含
む
）
・
冷
蔵
庫

（
冷
凍
庫
含
む
）
の
家
電
４
品
目

・
そ
の
他
一
般
廃
棄
物
で
な
い
も
の

【
戸
別
回
収
を
希
望
さ
れ
る
方
】

　
役
場
ま
で
処
理
困
難
物
の
搬
入
が

困
難
な
方
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
戸

別
回
収
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
戸
別
回
収
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

事
前
に
お
申
し
込
み
が
必
要
で
す
の

で
、
次
の
受
付
期
間
中
に
生
活
環
境

Ｇ
ま
で
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

○
戸
別
回
収
申
込
み
受
付
期
間

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

処
理
困
難
物
の
有
料
回
収
を

実
施
し
ま
す

農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
申

請
を
受
け
付
け
し
ま
す


